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2017年度第3回団体交渉記録

・日時　2018年3月12日（月）　10：00-11：56

・場所　片平会館小会議室

・出席

■大学側：大槻理事、成田人事企画部長、目黒人事給与課長、木皿課長補佐、長谷課長補

佐等

□組合側：片山委員長、田嶋副委員長、高橋書記長、高橋県労連議長、鎌内県労連事務局

長、岩崎全大教書記次長等

・交渉事項（組合側申入れ事項：継続）

１．有期雇用職員の無期化について（限定正職員の採用状況等を含む）

２．大学と組合の確認書（2016年（平成28年）2月18日付け）について

（文責：組合）

□組合（委員長）　前回、非正規職員の人件

費が1.6億と言ったことは間違いだった。

お詫びする。物件費ということで。

私達は引き続き、希望者全員無期転換を要

求している。この要求に対する当局方針を

確認したい。

■理事　これまで説明したとおり、要求には

応えられない。

□組合（委員長）　情勢も変わっている。全

国の中で際立って、東北大は固執している

象徴的な存在になりつつある。先々週か、

厚労省から国大協への指示があったと聞い

ている。このことも含めて状況を全大教か

ら報告する。

□組合（全大教書記次長）　全国の状況。国

立大学法人の中で、改正労契法が施行され

る前に、これまでの雇用上限を維持したと

ころは他にもいくつかある。これまで3年

と言いつつ実質は協議延長でそれを超えて

雇用される実態あった。それをリセットし

て一律雇い止めする大学は東北大学の他に

はない。我々の調べでわかっている。その

意味で、改正労契法施行を理由にこれまで

をより悪化させたのが、東北大学が際立っ

て社会から注目され、批判されている理由

だと思う。運営費交付金の重点支援枠組み

で、３類型か、重点支援３の枠組み、16大

学か、東京農工大が雇用上限を撤廃した。

金沢大や、名古屋大は原則として無期転換。

名古屋大は選考を経るのではあるが1175人

選考対象で全員を無期雇用化する。全大教

に加盟していないところも調べた。東京工

業大学も選考を経て無期雇用制度を入れた。

東北大は、これと同じグループだと思って

いるかもしれないが、３次募集まで行ない、

4年以上の人の9割がその転換試験に合格し

た。それ以外の人も、組合から不合格者に

ついて申入れをしたところ、補欠の選考を

行ない、4月以降の雇用延長を容認してい

る。個別の相談に応じている。その点でも

他大学と比べて東北大は際立って、限定正

職員以外一律認めないので、問題が大きい。

独立行政法人について、文科省所管のもの

を中心に触れる。理化学研究所、東北大と

同じだが、2015年度に2013年度に遡って5

年上限の就業規則改定をした。組合の交渉

や不当労働行為救済申立などの取り組みが

あり、その結果、遡及の部分、つまり2015

年度以前に雇用された人についての雇用上

限は撤廃すると決めた。不利益遡及、雇用

上限の遡及適用は無理だと判断して取り下

げている。JAMSTECは、先ほどの名大、金

大、東京大と同じグループで選考対象とし

ていたが、すべての人を無期化の対象とす

ると決めて、3月上旬に通知している。

■理事　国大協、厚労省の指示について。聞

いていない。

□組合（全大教書記次長）　2/20付、厚労省

が国大協に対して、周知徹底啓発等を求め

た。内容は国大協に確認すればわかる。さ

らに厚労省は2/8付で、独立行政法人、国

立大学法人等における、無期転換制度の円

滑な導入のための指導か通知を文科省に出
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し、文科省から各大学にいっているはずだ。

以上。

■理事　国大協にどのような厚労省からの連

絡があったかわからないが、これまでと同

様な啓発指導だと思う。これまでと違う特

段の対応をとることにはならないだろう。

理学研究所の話は、上限がなかった者を新

たに設けて遡及させた者を撤回された。混

同しないように。全く違う話だ。

□組合（委員長）　各大学、各組織いろんな

制度がある中で、一律雇い止めという、限

定正職員の制度を持ち出すのかもしれない

が、別物だということは国会で明らかにな

っている。これまでどおりいろんな啓発指

導があったわけだが、いったい何回受けて

いるのか。

■理事　個別に受けているわけではない。啓

発指導について、法律で定められた用語で

はない。いわゆる行政指導、限定的な指導

と誤解を招くような発言をしないように。

□組合（全大教書記次長）　強制力が無いか

ら従わなくて良いということか。

■理事　従う従わない以前のことが多いとい

うことだ。私達が受けている指導というも

のは、東北大学が宮城県労働局に照会した

ときに、法律の趣旨に則って対応してくだ

さいということだった。3月の時に、前の

部長が言ったように、指導ですかと言った

ら、指導ではないと答えた。

□組合（全大教書記次長）　種々の指導と概

念的に区分しているのは間違っていないが、

趣旨を尊重しなくてよいのか。長崎県立大、

啓発指導、個別の申立に対して、無期転換

逃れに該当し、社会通念上好ましくない、

撤回が妥当だと、文書による指導があった。

文書による指導があれば、従うのか。

■理事　仮定のことには答えられない。中身

を見ないでそういうことは言えない。

□組合（県労連議長）　同じ中身だと思う。

長崎が特別な中身だなどと思わない。

■理事　事由についてどう述べているか。ど

ういうことに対してなのか。

□組合（県労連議長）　ふたりが繰り返し更

新。上限を設けたことに対して、相当と見

られないと、5年上限自体が合理的理由を

欠くと。

■理事　有期雇用の上限自体がだめだと国会

でも言っていない。募集のときに、過去5

年勤めていた人は認められないという限定

を付けたことではないか、と思う。

□組合（全大教書記次長）　違う。

■理事　事実関係はわからないが、

□組合（全大教書記次長）　繰り返し更新さ

れてきたということだ。

■理事　公募条件に事由を付けたことについ

て問題になったのではないか。

□組合（全大教書記次長）　この人を雇い止

めするということについて、相当ではない

と判断した。

■理事　法律解釈に我々は権限ない。

□組合（県労連議長）　法律の解釈の問題で

はない。雇用安定が大事なところだ。東北

大を正当化する問題ではない。

■理事　あなたが出してきたから言っている。

□組合（全大教書記次長）　有権的な解釈を

できるのは裁判所だ。厚労省は労基法と違

って、法解釈をする権限はないということ

ですよね。

■理事　そう言われている。

□組合（全大教書記次長）　それを理由に厚

労省からの指導についても、参考程度にし

か受け止めないということなのか。

■理事　啓発指導はそういうものではないか

と言っている。

□組合（県労連議長）　労契法はなぜ改正さ

れたのか。私学の問題、どんな闘いがあっ

たか、私学の歴史は雇い止めの闘いの歴史

だ。その都度裁判所から判断が出た。多く

の苦しんでいる人たちが訴え、ほとんどが

勝っている。裁判所の判例をもとに労契法

は改定された。その趣旨に真っ向から反し

ているのは皆さんだ。なぜ改定されたのか

を見ないと、その後ろには苦しさ、悲しさ、

血と涙があったことを理解できないのか。

■理事　改正の趣旨は承知し、尊重している。

他方、制度設計として、有期の雇用までは

否定していない。5年を設けた。経営の安

定もあった上で法律が出ているのだから、

すべからく5年経過した人が無期に転換す

るわけではないという条件に則って行われ

る大前提がある。その条件を見ずに、すべ

からずということにはならない。

□組合（委員長）　東北大の姿勢が改めてわ
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かった。いろんな社会や厚労省からのメッ

セージが届かないことがわかった。

■理事　国立大の話を紹介してもらったが、

雇用上限については、70大学くらいが維持

していると承知している。多くの、という

言葉を使うときには気をつけてほしい。

□組合（全大教書記次長）　何大学で無期転

換しているかということではなく、できて

いるところがあるのになぜ無期転換してい

ないか、ということだ。

■理事　多くの大学でやっているから、とい

うから、言った。

□組合（全大教書記次長）　他でできている

ところがあることは認めるのか。

■理事　それぞれの判断だ。

□組合（全大教書記次長）　聞かないのか。

■理事　正確なところは聞けないし、条件が

違うこともある。

□組合（全大教書記次長）前回の交渉では、

無期転換した大学は先が見えてないと言っ

たそうだが。

■理事　そんなことは言っていない。その後

の大きな財政負担があるのではないか。先

が見えていないと言ったのではない。

□組合（全大教書記次長）　その後の大きな

とは何か。同じ条件で無期転換する。

■理事　物件費だ。有期雇用の半分がそうだ。

残り半分は外部資金。外部資金は永続性が

ない。運営交付金は1.6％減額されている。

毎回言っている。教員も1.6％ずつ減って

いる。全員雇用は教員とのバランスを考え

ると難しい。他の教育研究経費も減額しな

いといけない。

□組合（全大教書記次長）　他の大学も同じ

だ。

■理事　内部でそういう声も聞こえると。

□組合（全大教書記次長）　東北大の内部か。

■理事　当該大学の内部のことである。

□組合（委員長）　入り口でいろいろ議論し

た。もう少し入り口で。2/27に総長に大槻

理事の解任を要請した。理由はこれまでの

交渉における不誠実交渉、日程の設定、資

料の出し方。人事担当理事としては不適任

だと判断した。今回の雇い止めについても、

財政を理由にしわ寄せをすべて非正規雇用

の方々に押しつけている。経営能力に問題

がある。理事には申し上げにくいが、東北

大学でというよりも、渡って来られた方に、

こういった大学構成員の待遇や制度のこと

を任せるのは限界があるという意味で解任

要請をした。総長から連絡受けているか。

■理事　総長には書類は渡っている。その上

で、私以下交渉委員にあたっている。

□組合（委員長）　そこで対応の指示はあっ

たか。

■理事　ない。

□組合（委員長）　そうか。それがどういう

メッセージなのかわからないが、私どもは

重い要請文だ。これまでこんなことをした

ことはない。これまで労使関係を信頼関係

の上でやってきた。こういう事態にいたっ

たことは重い判断だ。もう一つ、不信感を

持たざるを得ないのが、労働審判、労働委

員会申立をしているが、弁護士から指示さ

れている部分が多い。日程調整も、たぶん

理事の判断ではなく弁護士の判断で左右し

ているだろうと思われる。次年度も同じ弁

護士か。

■理事　同じ弁護士の予定だ。交渉の日程調

整も、要望を聞いて、可能なものを。代理

している、代表していると理解してほしい。

個人的に都合が悪いと言っているのではな

い。協議日程調整の上で応じている。

□組合（委員長）　労働審判の内容の報告は

受けているか。

■理事　承知している。報告はその都度受け

ている。

□組合（委員長）　当事者来ているが、今ま

で通りの説明だが、一つ今までにない案件

が大学側の弁護士から出ている。労働審判

の問題は相応しないと言っている。裁判で

やれと言っている。どうしても理解できな

い。どうしてそういう判断をしたのか聞い

ているか。

■部長　労働審判の趣旨は適正かつ迅速な解

決をめざすということだ。労働審判の仕組

みは、3回で決する。その3回の中で、個々

の普通のその通常の労働審判が予定してい

る事案としては、労働審判の制度そのもの

にはなじまない。6人の方（一人が取り下

げて）5人の申立をしている方々がいらっ

しゃるが、それが、残りのすべての制度自

体にも影響を及ぼすということならば、十

分な審理を尽くすべきだ。訴訟で十分な審
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理を尽くして行うべきだ。労働審判自体も

判定したといっても調停が整わなければ、

裁判に移行するものだ。そういう趣旨だと

聞いている。

□組合（委員長）　普通の経営を預かる方か

らして、3/31を目の前に迎えて、迅速に判

断を仰ぎたいと申し入れた者に対して、そ

れよりも全体への影響が大きいからと。

個々の方は全体の1000人以上の一人とは言

え、個々の人が労働審判を活用するなとい

うことか。

■部長　そうは言っていない。自由なので希

望の有る人は申立をしてよいだろうが、な

じまないのではないのかという主張だ。私

が聞いているところでは、労働審判を申し

立てた事案は、地位確認請求だが、その地

位を失ってから審判申立をするのが通常だ

と聞いている。

□組合（委員長）　それはないだろう。4月

からの地位確認を事前にやっても何の問題

もない。そのことについてもう一回ご回答

ください。

■部長　通常は地位を失った後、その地位を

確認すると聞いている。

□組合（全大教書記次長）　できないわけで

なはいと。

■部長　だから申立されていると理解してい

る。

□組合（委員長）　今回の訴えを、あえて時

間がかかるような手段の方に移そうとする。

皆さんから見れば、いろんなメリットを考

えるだろうが。当事者の意志を考えないの

か。

■理事　労働審判になじまないと主張する一

方で、則った対応している。

□組合（委員長）　１件目で主張し、2件目

でもそのような主張するのではないかと思

うが、あえて先延ばしするようにしか見え

ない。訴えている側からすれば、当局側の

対応が、訴えている趣旨を理解しているの

かと疑念を持つ。

■理事　答弁書を用意して両方対応できるよ

うにしている。取り下げの理由が理解でき

ない。

□組合　答える必要はない。

□組合（副委員長）　裁判やるのか。大学と

して本当にやるのか。

■理事　現時点では何も決まっていない。審

判の最中なので、労働審判から訴訟にとい

うのが既定路線ではない。労働審判になじ

まないのではないかというのは、弁護士は、

この労働審判制度の創設にかかわった弁護

士で、その方が言っているので。

□組合（副委員長）　裁判するということで

すよね。

■理事　まだ途中なので、コメントを差し控

える。

□組合（全大教書記次長）　裁判にならない

ように、なんらかの解決をはかる意思はな

いのか。

■理事　何か良い方法があれば。

□組合（副委員長）　裁判当事者に大学がな

るといことは、構成員として許容したくな

い。こんな恥ずかしいことはやってほしく

ない。社会的にどう見られるか。労働審判

はまだ非公開、匿名だ。改正労契法に基づ

く、初めての裁判ということになる。どう

にかそうならないように工夫しようとは思

わないか。

■理事　提案があれば。

□組合（委員長）　無期転換すればできる。

■理事　皆さんの研究費を、

□組合（委員長）　そうです。そういう議論

をしましょう。

■理事　あなたがたがしようとしない。

□組合（委員長）　大学は中身に入らず、一

律雇い止めという既定路線でやっている。

■理事　部局とは要望を聞いた上で制度設計

している。

□組合（委員長）　部局の意見を聞いたのか？

こういう制度でやりますという報告だけだ。

裁判に持っていくという大学の方針が答弁

書で出ている。大学方針ですよね。成田さ

ん。弁護士が勝手に書いたものではないで

すよね。

■部長　弁護士とも相談しながら。なじまな

いが、十分に審議するのと延長線上の話だ。

□組合（委員長）　他の方法があるなら良い。

そうではなく、訴訟の方に持っていこうと

誘導している。労働者が裁判で争うという

選択をしている。本当か。普通の経営者、

人事担当なら考えられない。本当にやるの
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か。

■部長　審判の結果によって、どうするか。

審判が出たから必ず従わなければならない

というものではない。審判官が判断すると

いうことだ。もう少し言うと、我々が期日

を遅らせているという話があったが、審判

官の日程と、申立をした弁護士の日程と。

こちら側の、我々が引き延ばしたのではな

い。日程調整で決まるものだ。

□組合（委員長）　労働審判が3ヶ月で終わ

る者に対して、裁判が何年もかかることに

対して、そういう選択肢を選んだのだ。

■理事　労働審判にはなじまないという対応

をしているということだ。

□組合（委員長）　裁判がふさわしいと書い

ている。なぜ、あえて時間がかかる、公開

の裁判、労働者と大学当局が争う手段を選

ぶのか。

■部長　労働審判の結果によってそうなると

いう仕組みになる。労働審判に申し立てる

というのはそういうことだ。

□組合（委員長）　答弁書を見る限り、審判

の結果を踏まえて、とは全く読めない。あ

えて審判にそぐわない。影響力が大きいか

ら、訴訟案件だと言っている。制度設計を

したのは自分たちなのに。

■部長　答弁書は答弁書で作っているし、認

否も、次回4/11の審判の日に合わせて準備

もしている。審判官の進行の権限にそって

対応している。

□組合（全大教書記次長）　今部長が言った

のは、労働審判の審判にも従わず争うこと

を言っているのか。

■部長　まだ、わからないと言っている。

□組合（全大教書記次長）　あり得るという

ことですね。

■部長　わからない。

□組合（全大教書記次長）　なじまない、結

論がどうでも、と言っていること自体が、

早期の解決を拒む態度だ。

■部長　審判官が、次の期日も言って、3回

目も、と言っている。その判断に従います。

□組合（支部委員長）　結論には従わないん

でしょう。

■部長　まだ審判が出ていないので。

□組合（委員長）　答弁書に、結論のところ

に、本件につき、民事訴訟における両当事

者に主張を十分尽くし、審理して解決をは

かる、という主張をしている。まさにその

選択をしている。17p。当事者に対して非

常にひどいメッセージだと理解してほしい。

■理事　そう読めない。読解力の問題だ。現

時点で、4月以降、民事訴訟において審議

すべき案件だと言っている。そういう性質

のものだと言っている。

□組合（副委員長）　当事者の弁護士につい

て。

■理事　面識ない。

□組合（副委員長）　有名な弁護士だという。

名うてのブラック弁護士。悪いところにつ

かまっていないか。あちらは、裁判になれ

ば収入になる。そういうところに引きずり

込まれないように大学としても判断してほ

しい。弁護士の利益ではなく、大学の利益

を考えて欲しい。

■理事　大学の利益を最優先で考えている。

□組合（委員長）　労働審判、労働委員会が

進められていく一方、現場では大変な混乱

があらゆるところで生じている。今回の大

量雇い止めが無期転換逃れであることは

明々白々なのだ。課長は混乱ないと言って

いたが。その一端を確認したい。現場関係

なので、成田さんか目黒人事給与課長さん

に答えてほしい。クーリング。前回そうい

う規定はないと言ったが、ないということ

でよいか。

■人事給与課長　ない。

□組合（委員長）　6ヶ月をおかないと採用

しないと。

■人事給与課長　そういうことを制度化はし

ていない。

□組合（委員長）　この間、各部局からクー

リングについて問合せがあったと思うが、

どうか。

■人事給与課長　とくにない。具体的にどう

言っているのか。

□組合（委員長）　相当に現場では雇用継続

したいのが現場の本音。なんとかいろんな

制度を使って雇用を継続しようともがいて

いる。昔からのクーリングに関する説明が

大学から発せられており、それが部局では

生きている。全然撤回されていないので。

それで良いのですねと問合せをしていると
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思うが、そういう問い合わせはないか。

■人事給与課長　どの通知を言っているのか。

□組合（委員長）　2つある。

□組合（副委員長）　改正労契法を踏まえた

対応方針の中に、無期労働契約への転換申

し込み。契約期間のカウントにあたっては、

通算する、ただし、労働契約法第18条第2

項に記載されている、雇用期間として算入

しない、と文言がある。

■理事　当たり前の話だ。

□組合（副委員長）　法が規定している6ヶ

月でリセットされるという。

■人事給与課長　それを撤回とは？

□組合（副委員長）　平成25年2月19日の「主

な対応方針案」。3。特定有期雇用も。来

年度の対応、来年度からは就業規則を改正

し、特定プロジェクト云々。改正法を踏ま

え6ヶ月のクーリングを設けると記載され

ている。

■人事給与課長　案だ。25.4から前半の部分

は通知を差し上げていると思うが、こちら

からも通知していない。案の中で考えてい

たのかもしれないが、これに関する通知は

一切出していない。

□組合（委員長）　部局長会議の資料が残っ

ていて、こんなやり方があるのだな、とい

うのが部局の受け止めである。

■人事給与課長　それに関する問い合わせは

来ていない。

□組合（支部委員長）　問合せが来ていない

と言って良いのか。理学部から行ったと思

うが、村岡事務長から、クーリング期間の

問い合わせが1月以降あったと思うが、否

定するのか。

■人事給与課長　具体的な内容は？

□組合（支部委員長）　知っているでしょう。

隠すのか。クーリング期間の、4/1から雇

って良いのか。あがっている話だ。図書館

交渉のときに長谷課長補佐が発言している。

■人事給与課長　前回の団交でその話をした

のではないか。

□組合（支部委員長）　問合せはあったのか。

■長谷課長補佐　村岡さんの、図書館の交渉

で言っていない。

□組合（支部委員長）　録音ある。問合せは

あったのか。

■人事給与課長　どういう問い合わせか。

□組合（支部委員長）　3/31に退職した人を

4/1から雇って良いのかという問い合わせ

だ。

□組合（全大教書記次長）　ないと明言した。

撤回するか。

■人事給与課長　それは撤回する。前回の団

体交渉でもそれについてはお話したはず。

□組合（支部委員長）　問合せが来ていない

と言いましたよね。明らかに嘘をついた

■人事給与課長　記憶が正確に思い出せない。

先ほどの発言は撤回する。

□組合（委員長）　現場からの問合せがいっ

ぱい入っているはずだ。当人が直接言われ

ている。当事者から発言する。

□組合（Ａ組合員）　薬剤部で13年3ヶ月。2/7

に薬剤部長と個別に話した時、クーリング

については「ある」とはっきり言われた。

事務に確認すると言われて、次の日にも「あ

る」とはっきり言われた。副薬剤部長がは

っきり言った。

□組合（Ｂ組合員）　限定正職員不合格だっ

た。不合格通知の後に、現場の事務主任か

ら面談され、今回限定正職員試験が不合格

は残念だ、私たちの最善策として、6ヶ月

後に戻ってきてくれないかと打診された。

すぐに返答できないだろうから、1月半ば

までに考えてほしいと。もし6ヶ月後に戻

ってくる意思があるなら派遣を入れる。そ

の意思がないなら通常の募集をかける。1

月半ばに返答してほしいと。その後、1月

に入って、理学部の総務課長、経理課長、

不合格者の面談一人一人やっていると聞い

た。私も呼ばれた。研究科長は誰一人辞め

させたくない。でも、今回の限定正職員試

験の内容がよくわからないので、きちんと

調査して来いと事務部長に言われた、とい

う話だった。どうして私たちを評価する人

が試験の内容をわからないのかとても疑問

だった。6ヶ月後に戻ってきてほしいと言

われたかと言われ、された、と答え、わた

しは6ヶ月後に勤務したいのではなく4月1

日に働きたいと総務課長と経理課長に言っ

た。その後、事務部長から1月半ばに聞き

たいと面談された。その時、6ヶ月後に現

場に必要だから帰ってきて欲しい。どんな

状態でも席をあけて待っていると。いや、
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私は4/1も居たいのですと言った。それは

できない、ごめん、本部の方針が変わらな

い限りはできない、と言われた。6ヶ月を

あけなければいけない、というのは、あな

たを無期転換させないための、大学の言い

訳です、とまで言われた。だから労働審判

も申し立てた。何も悪いことはしていない。

現場に必要だと言われているのにそれが認

めてもらえないことを審判で申し立ててい

る。

□組合（委員長）　目黒課長、これら現場の

事実をどう受け止めるか。

■人事給与課長　２人の話は労働審判の過程

で事実を確認しながら。

□組合（副委員長）　団体交渉なんだから、

ここで説明してください。

■理事　個別の事情、大変な事情があるだろ

う。どのようなやり取りがあったかという

判断はできない。当然の手続きとしてもう

一つの当事者の確認が優先される。クーリ

ングの説明をしただけで、制度の説明をし

ただけではないか。

□組合（Ａ組合員）　しろとは言っていない。

■理事　6ヶ月後に応募ができるという話を

しただけだと。

□組合（委員長）　こういう事例、図書館で

も個々の面談である。間接的にクーリング

があると、にわかに誘導していくという手

法だ。農学部でもある。個々の案件ではな

い。組織的にクーリングの制度を利用して

無期転換逃れをしようとしている。社会的

にそう見える。

■理事　組織的に行っていない。

□組合（委員長）　問合せはあったかと聞き

ましたよね。掌握しているじゃないですか。

■人事給与課長　撤回するといったくらい記

憶が、問い合わせが多いので、一つ一つ記

憶を求められても、クーリングのこと、と

いって照会されたということは多くない。

記憶が混乱した。申し訳ない。

□組合（全大教書記次長）　6ヶ月経ったら

応募できると言ったが、東北大は、6ヶ月

経たなくても応募できると言っていたので

はないか。

■理事　一般論として、6ヶ月後に応募がで

きるという制度があった。

□組合（全大教書記次長）　応募できないと

いう制度ではない。結果として期間をどう

見るかといことだ。理事がそう理解してい

るということ自体が問題だ。

■部長　労契法に書いてある2個以上の有期

雇用の通算期間として、その中には6ヶ月

を超えた期間があれば、通算しないという

のがクーリングだ。そういう制度として労

契法に規定されていると言っているだけ。

□組合（副委員長）　通算しない、6ヶ月で

カウントゼロ。それは良い。6ヶ月経った

ら応募できる、採用できると解釈している

時点で無期転換逃れをしていると宣言した

と同じだ。

■理事　法律の文言。

□組合（副委員長）　クーリングの規定がな

いということは、6ヶ月を置く必要はない

ということだ。そこはどうか。応募も採用

もできるということだ。

□組合（全大教書記次長）　限定正職員に受

かった人以外の人で。

□組合（副委員長）　クーリングの規定がな

いということは、6ヶ月をおかずに応募・

採用できるということだ。違いますか。

■人事給与課長　応募はできる。採用も自由

だ。

□組合（副委員長）　できるということです

ね。クーリング規定はないと言った。応募

も採用もできる。制度上は。これは良いか。

■人事給与課長　前回もこういう答えをした。

□組合（副委員長）　もう一遍。

■人事給与課長　前回も同じです。

□組合（副委員長）　前回何と言ったか。

■人事給与課長　議事録を確認してください。

□組合（副委員長）　困るのか。

□組合（委員長）　なぜ言いたくないのか。

□組合（副委員長）　クーリング規定がない

ので、4/1以降応募もできるし採用もでき

るということを確認いただいた。だれもう

なずかない。

■理事　前回そのように言ったと思うが。何

か改めてその必要が。

□組合（全大教書記次長）　そうではない実

態があがってきた。

□組合（副委員長）　そういうふうに運用さ

れていないという実態がある。本学の規定
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とは違う運用がされている。

□組合（委員長）　違う運用について、もう

一件。

□組合（支部委員長）　日付が入っていない

が、2/16、理学部の物理選考事務室がＴＡ、

ＲＡ、ＡＡの労働契約の通算についてとい

う文書を、ＡＡとして学生を雇用しようと

していた職員に紙でくれた。本学では就業

規則により5年を超えての雇用は行わない。

適切なクーリングが必要なのでご注意と書

いてある。理学研究科長交渉が先々週。こ

の文書を示したら、村岡事務部長は「かつ

てクーリング規定はあった。一度も取り消

されていない」と発言している。これが事

実関係だ。クーリング規定がないのならば、

取り消していただかなければならない。方

針案だからといったが、現場はそう理解し

ていない。一度も取り消されていないと言

っている。

■理事　案の段階のものを、あったと、言わ

れるのは困る。当事者がいないので、確認

しなければいけない。

□組合（支部委員長）　当事者とは。

■理事　村岡さんとか。

□組合（支部委員長）　聞いてみて結構だが、

文書で取り消しをすべき。東北大にはあり

ませんと。

■理事　出していないものを、取り消すとい

うのは。

□組合（支部委員長）　出していないと言っ

ていいのか？

■理事　案が消えたわけでしょ。ているのだ

から、それに基づいてやっているか

□組合（県労連議長）　実際に出回っている

わけだ。

■理事　その話とは違う。

□組合（支部委員長）　違わない。

■理事　固まったものでやっているのだから、

それに基づいてやっているかも聞いてみな

いとわからない。

□組合（全大教書記次長）　この書面は事実

ですよね。

■理事　　文書でこの旨通知してくださいと

言っている。

□組合（副委員長）　少なくとも現場ではク

ーリング制度があると思っていて、大学の

方針とは違うということを認めるか。

■理事　内容を確認する。即答できない。

□組合（副委員長）　もし、現場でクーリン

グがあると理解して運用しているというこ

とならば、正してもらえるか。確認の上、

正してもらえますよね。

■理事　適正な運用を求めていく。

□組合（副委員長）　5年で雇い止め、4月か

ら応募して、部局が採用できるということ

で良いか。

■理事　おっしゃったとおり。しかし、採用

するかどうかは別だ。

□組合（委員長）　そのことを、東北大学に

はクーリング規定がないことの文書での周

知、クーリング期間の6ヶ月を待たずに応

募できる、採用できることを周知してほし

い。要求だ。

■理事　事実関係を調べて適切に判断する。

□組合（委員長）　現場の状況に戻る。人事

給与課長がかたくなに採用できることを口

にしないが、たとえば、4/1からの後任公

募が出ている。問合せや部局への指示はあ

るか。

■人事給与課長　指示はしていない。

□組合（委員長）　問合せは。

■人事給与課長　具体的に。

□組合（委員長）　雇い止めになる方が、今

出ている応募に募集してよいか。どう取り

扱ったら良いか。

■人事給与課長　ない。

□組合（委員長）それに対して、部局レベル

で確認しほしい。本部の応答、そして過去

の就業履歴を確認するようにという指示を

出していないか。

■人事給与課長　普通の履歴は出してくると

思うので、選考の一部の要因にはなると思

うが。

□組合（委員長）　東北大学での職歴を確認

しなさいという指示について。

■人事給与課長　指示は出していない。

□組合（委員長）　他の人はどうか。現場で

出されていないか。

■人事給与課長　応募されてきた書類は普通

に確認する。

□組合（委員長）　東北大での職歴を確認す
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るように現場に指示を出していないか。

■人事給与課長　初めて聞いた話だ。確認し

ろと私が言ったと。

□組合（委員長）　東北大学での職歴を確認

しろと。

■人事給与課長　指示はしていない。

□組合（委員長）　確認してください。部局

の人事担当に、それまでとは違う部局で、

間違って採用してしまったら、というチェ

ックをしろという指示は出ているか。確認

して。非常に重要な、無期転換逃れの策と

して、非常に悪質だ。応募、採用できると

いう中で、こういうことがされているとし

たら、カバナンスとして無茶苦茶だ。本当

に確認してくださいね。よろしいですか。

■人事給与課長　確認とは。

□組合（副委員長）　そういう指示が適切で

はないということは良いか。今言ったよう

な指示が、東北大学で間違って雇わないよ

うに、という指示が出回るのは宜しくない、

ということは当たり前ですよね。

■人事給与課長　はい。

□組合（副委員長）　あってはならない。無

期転換逃れの雇い止めになる。

■理事　どの部局から。

□組合（委員長）　人事給与課長さんからど

こにどのように伝達したかを調べて。

■人事給与課長　難しい宿題だ。

□組合（委員長）　なぜ難しいのか。

■人事給与課長　指示していないと答えた。

それ以上何を確認して答えるのか。

□組合（委員長）　現場の捉え方と大きな齟

齬がある。今一度自分が発した部局への文

言をあらためて整理して教えてください。

□組合（副委員長）　無期転換逃れととられ

ることをやるのは不適切だ。誤って理解し

ているなら、それに対してご指導ください。

当然ですよね。

□組合（委員長）　目黒さんから、何をどう

するという発言がなく、議論が止まってい

る。

□組合（副委員長）　後で部局にももう一度

確認する。とれないのは勘違いだ、東北大

にはそういう方針はないと確認していただ

く。よろしいですね。

□組合（支部委員長）　前回限定正職員制度

に関するＱ＆Ａの文言があって、前回、資

料が手元にないと言っていたので。繰り返

すが、Q.部局等の判断で5年上限を超えて6

年目に有期雇用職員を雇用することがある

のか、A.従来から、雇用更新限度がないと

整理されている者を除き、上限はあくまで

就業規則の定める5年以内だと、これが先

程から出ているクーリングなしで雇うこと

と矛盾する。この部分を撤回してほしいと

前にお願いした。これは部局の確認は関係

ないので、今撤回すると答えてほしい。

■人事給与課長　Ｑ＆Ａを手元に持ってきて

いない。

□組合（書記長）　他の人は。

□組合（県労連議長）　誰か持っているでし

ょう。

■人事給与課長　もっていない。

□組合（支部委員長）　それだけで不誠実交

渉でしょう。理事があとで精査すると言っ

た。今回ももってないということが理由に

なるわけない。

■人事給与課長　申し訳ない。

□組合（全大教書記次長）　宿題をやらない

意思があったということだ。

■人事給与課長　そういうことはない。

□組合（県労連議長）　大きな問題だ。交渉

の課題になるのは当然だ。

■人事給与課長　もって来ず、申し訳ない。

□組合（全大教書記次長）　回答をもってこ

なければいけないでしょう。こんな団交は

一体何なのか。文書がないと回答できない

ことではない。

■人事給与課長　事前交渉の段階で、確認す

べきだった。

□組合（支部委員長）　いま読み上げた通り

だ。それについて今回答いただければ良い

だけのことだ。

■人事給与課長　今この場で回答することは

できないので。

□組合（委員長）　文書で回答を、いつまで。

■人事給与課長　今日、明日。

□組合（書記）　今日これからおこなわれる

全学労使懇談会でも説明したら良いのでは

ないか。
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■理事　予定している案件と違う。

□組合（Ｋ執行委員）　今読み上げた文書を

この場で訂正できないのはおかしい。だか

ら総長が、と言っている。全権をもってい

るというが、たかだかこのくらい訂正でき

ないのはおかしい。

■理事　総長はＱ＆Ａまで見ていない。

□組合（Ｋ執行委員）　そういうことではな

い。

■理事　全権持っていたとしても、擦り合わ

せしなければならない。たった２行という

が、もう一度見た上で。

□組合（県労連議長）　引き延ばしだ。今日

何日だ。

■人事給与課長　3/12だ。回答は明日お答え

する。

□組合（委員長）　質問要求項目についても

説明済みだとか、回答なしとか、そんなの

ばかり。一つ一つが不誠実交渉。労働委員

会に一つ一つ出しているので、大変な案件

をいっぱい抱えていることを承知してほし

い。明日どういう形でどこに持ってくるか。

■人事給与課長　明日、書記局に、文書また

はメールで。

□組合（委員長）　他の不誠実交渉案件。前

回２つの資料。財務見通し、各部局での限

定正職員の試験、採用人数について、前回

出してもらったが、訂正はないか。

■人事給与課長　訂正なしだ。

□組合（支部委員長）　前回出されたデータ

は、１年前と同じ財政上のデータ。運営費

の基幹部分がl2829、再来年度まで2月の交

渉時点ではわかっていた。明らかに不誠実

だ。１年前とは変わっている。しかし最新

のデータではない。１年前のデータを出す

だけでも不誠実だ。

■理事　1.6％減ることは変わっていない。

物件費としてはカウントできない。前回説

明と変わっていないということを説明しよ

うとした。不誠実ではない。必要なら新し

いデータを、1.6％は全く変わっていない。

□組合（委員長）　今後の見通しとあるが、

大量雇い止めの必然性判断に最新のデータ

がなく、物件費、基盤経費を含めて、人件

費にこれだけさかれている、というものが

ないと判断できない。

■理事　状況は変わっていない。新しい数字

は見てみたい。財務部に頼んでみたい。

□組合（委員長）　限定正職員試験の受験者

数、合格者数。これは、現段階も変わって

いないか。

■人事給与課長　合格者数等は変わっていな

い。

□組合（委員長）　2点ある。部局によって

は、目的限定職員に合格したが、予算がな

くて採用できないということが生じていな

いか、確認してほしい。医学部か病院か、

特例枠を設けて、試験後に、限定正職員雇

用するというような動きがないか。掌握し

ていないか。追加合格のような。

■人事給与課長　限定正職員の追加合格か。

聞いていない。

□組合（委員長）　聞いていませんか、皆さ

ん。聞いていないとおかしい。皆さん、情

報共有されていないのだったら、大変なこ

と。

■理事　合否は私どものところで最終的に決

まっている。合否を変更することはない。

□組合（委員長）　合否とは別に、後からつ

っこんだところはないか。

■人事給与課長　ない

□組合（委員長）　悪質な利用のされ方がさ

れようとしている。

■理事　どこか。

□組合（委員長）　医学部。現場は人が足り

ない。無期転換したいのに本部がするなと

いうので、限定正職員として後から追加。

それはいいと思う。部局専権で待遇の良い

方に採用して無期転換してほしい。そうで

はなく、5年またそこにしばりをかける。

悪用だ。代替措置と言うが。

■理事　5年というのは、限定正職員に採用

する、5年の上限をつける、という制度は

ない。

□組合（委員長）　そういう運用が現場でさ

れようとしている。

□組合（支部委員長）　目的限定職員だ。

□組合（委員長）　無期転換逃れのためにこ

の制度が使われようとしている。その最た

る事例だ。知らないこと自体が信じがたい。

あり得ない。

■Ｋ課長補佐　限定正職員ではあり得ない。
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違うことをやろうとしている。

□組合（支部委員長）　目的限定職員も。

■Ｋ課長補佐　合格としている。

□組合（副委員長）　合格しなくても採用は。

■Ｋ課長補佐　まずない。制度上ない。

□組合（副委員長）　運用がされるようだ。

このまま放っておくと、雇い止めしたくな

い人を雇い止めしなくちゃいけなくて、後

の人がいない。その現実は認めてくれます

ね。

■理事　事実関係を調べる。

□組合（副委員長）　理事も皆さんも、限定

正職員で必要な人間を確保したいのだろう

が、現実を見てほしい。ものすごい混乱が

起きている。

■理事　限定正職員が、無期転換と同じもの

だとは言ったことはない。限定正職員も、

今年受験した人の中から合格を出している。

来年以降も、財源が前提条件で、部局判断

だが、道は開かれている。それで人数が増

えるのか、途中で辞める人がいるのか、今

後ともそういう採用制度をやっていきたい

と思っている。

□組合（委員長）　現場の混乱もいっぱいあ

る。このことは指摘のみ。障害者の枠で、

無期転換の枠として別個枠をつくっている

が、その状況について教えてほしい。

■人事給与課長　11/28合格発表のときに人

数も示した。

□組合（副委員長）　合格者数は示されてい

る。障害者手帳がある人は皆が無期転換に

なるのだと勘違いしていたが、試験だ。そ

の結果、障害者手帳がありながら雇い止め

になる人が何人かいることがわかり、この

制度はどうなっているのかと問題になって

いる。学内でどのくらいの障害者手帳を持

っている人がいて、どのくらいが受験し、

どのくらいが採用されたのか。障害者雇用

枠に国から助成金が出る。部局に対して本

部から、その運用も聞きたい。宜しくお願

いする。

■理事　もう少し具体的に言ってほしい。

□組合（副委員長）　障害者手帳を持った人

が雇い止めされてしまう。なんとか救って

上げたい。

□組合（委員長）　組合員もいる。我々はそ

の救済に向けて動く。関する情報を整えて

ほしい。現場の混乱はありつつ、3/31に向

けて、今後の予定があれば知りたい。

■理事　特段考えていない。副委員長さんが

言った話。どんな情報を求めるかについて、

書記局と私どもと擦り合わせをした方が、

毎回ここで初めてということではなく、検

討してほしい。

□組合（副委員長）　そうすべきだと思いつ

つも、現場から次々あがってくる実態もあ

る。この先に向けて大きな話のお願い。ク

ーリング規定がないので、部局判断で6年

目を迎えることがあり得る。穴があいてい

る。ただ制度として、非正規でも基本的に

は無期で働くという方向に日本社会は動く。

財政的に厳しくてもそうしなければいけな

いという方向に動く。ジェトロとか理研も、

お金をしぼりながらでも無期化しなければ

ならない。そういう方向に制度設計をして

ほしい。必要なお金をよこせというべきだ。

それがなくても、どうやったら無期雇用で

きるか。整理解雇の問題も生じる。いろん

な仕組みが必要だ。学内斡旋の制度も。整

理解雇には我々も抵抗するが、説得できる

材料をつくっておくように、皆さん準備し

ておいてください。

□組合（委員長）　これから無期雇用に関す

る、制度設計を一緒にやろうという話だ。

やれることはすべてやりたい。雇い止め阻

止のために行動する。大学が方針転換しな

いならば、これもいろんな手段を使って、

撤回、地位回復に動く。それを宣言する。

今日の宿題、速やかな対応を。3/31を目前

にした方からの訴えを。

□組合（Ｂ組合員）　先ほどクーリングの話

があったが、どの部局でも私たちを必要と

している上司がいっぱいいる。最善策が6

ヶ月後だと、本部方針に忠実に従いつつ、

雇用確保しようとしていることを認識して

ほしい。3/31まで日数がない。早くクーリ

ングはないと、私達も4月に働けることを

明確に言ってほしい。沢山当事者が来てい

るが、ここで話ができない人もいる。その

意見をまとめた。最後に聞いてほしい。

■理事　どうぞ。

□組合（Ｂ組合員）

　私たち雇い止め当事者は、勤怠に問題があ

るわけでもなく、不祥事を起こした者でもな
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く、むしろ実直に働いて来た東北大の職員で

す。私たち一人ひとりは、本部からすると、

単なる一准職員、一時間雇用職員かもしれま

せん。しかし私たちの小さな日々の業務が、

先生方や学生さんたちの教育や研究を支え、

そして本部の皆さんをも支えているはずです。

簡単に、事務的な手続きで、雇い止めにでき

るのですか？それに加えて、雇い止めをする

のは財政面で厳しいからと言っているのに、

私たちの後任募集をしているのは、筋が通り

ません。また、弱者と言われる障がいを抱え

る方をも雇い止めするのには、到底納得でき

ません。

　疑念だらけの「限定正職員制度」は、合格

者と不合格者の間に歪みを生み、雇い止めの

人には苦痛で居づらい職場となってしまいま

した。100%の合格率と公開している職種も、

本当は推薦をもらえず、受験さえできなかっ

た人が多数いる事を隠しています。現場は混

乱状態で、酷い部局は、上司のパワハラも起

こっているのが現実です。

　また、今回雇い止めになる職員の大半は女

性です。安倍内閣の最初の成長戦略「女性が

輝く社会づくり」を果たすどころか、完全に

無視した東北大の方針には、安倍総理も驚く

ことでしょう。

　ちょうど 7 年前の東日本大震災を、もしか

したらもうお忘れなのかもしれませんが、当

事者の中には被災者もいる事をわかっていま

すか？住居を失い、家族とも離れて暮らしな

がら、それでも期限のある契約でこれまでも

働き、これで無期雇用にと、希望を持ってき

たのです。震災復興を謳いながら、被災者を

踏みにじるような行為が許されると思わない

でください。以上です。

□組合（委員長）　ひとこと。

■理事　あらためて文書の内容は読ませてい

ただきます。雇用の安定はめざしている。

財政云々、後任募集の話もこれまで説明し

てきた。仕事の必要性はわかっている。部

局で縮小しているところも、今後縮小して

いくところもある。そういう説明はしてい

る。

□組合（委員長）　その程度か。それまで説

明してきたことで納得いかないから来てい

る。たくさん宿題ある。何も解決していな

い。継続審議でお願いする。

■理事　事前に質問の項目の調整をし、その

上で日程の調整も。

□組合（全大教書記次長）　3月中にするの

か。

■理事　そちらのご判断。
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